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５５  介介護護給給付付･･訓訓練練等等給給付付及及びび障障害害児児通通所所支支援援               
 
障害のある人が地域で自立した生活がおくれるよう、総合的な障害福祉サービスを提供します。在宅で訪問を
受けたり、通所等で利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。 
 
＜＜ササーービビススのの種種類類＞＞  
■介護給付：障害程度が一定以上の方に、生活上・療養上必要な介護を行います。 

サービス名 サービス内容 
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

重度訪問介護 
重度の障害があり常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、
食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避す
るために必要な支援、外出支援を行います。 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括
的に行います。 

短期入所 
（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含め施設で、
入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の
管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うと
ともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 

施設入所支援 
障害者支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事
の介護等を行います。 

同行援護 視覚障害により移動が困難な人に同行して、移動の支援を行います。 
 
■訓練等給付：身体的、または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。 

サービス名 サービス内容 
自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機
能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労選択支援 

一般企業等への就職や、就労移行支援・就労継続支援を希望する人に
ついて、短期間の生産活動その他活動の機会の提供を通じて、就労に
かかる適正・能力等の評価や必要な配慮・支援等の整理を行い、適切
な選択につながるよう支援します。 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識
及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労継続支援 
（Ａ型・Ｂ型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知
識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労定着支援 
就労移行支援等の利用を経て一般就労に移行した人に対し、対面に
よる相談等や企業への訪問を行います。 

共同生活援助 
（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴・排せつ・食事の介護や
日常生活上の援助を行います。 

自立生活援助 
障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへ移行した人や、現に一人で暮
らしていて支援が必要な人に定期的な居宅訪問による支援を行います。 

 
■障害児通所支援：通所利用の障害児に対して、日常生活の自立や個々の発達を促すため、療育指 

導等を行います。 
サービス名 サービス内容 

児童発達支援 
就学前の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識や技
術を身につけるほか、集団生活への適応訓練を行います。 

放課後等デイサービス 
就学中の障害児に授業の終了後または夏休み等の休業日に生活能力
向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。 

保育所等訪問支援 
保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活への適応の
ための専門的な支援を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 
重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対して、居宅を訪
問して発達支援を提供します。 
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＜＜障障害害福福祉祉ササーービビスス及及びび障障害害児児通通所所支支援援のの利利用用ののししかかたた＞＞ 
 

 障害福祉サービス等を利用するためには、事前の申請等の手続きが必要になります。申請から

サービスを利用するまでの流れをご説明します。 

※介護給付と訓練等給付で、手続きの流れが異なります。詳しくはお問合せください。 

 

  ・障害福祉課  電話 029-883-1111（代） 

・指定特定相談支援事業者（市の指定を受けた事業者が障害福祉サ

ービス等の申請前の相談や申請をするときの支援等を行います。） 
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相相  談談  

 

 

申申  請請 
 障障害害福福祉祉ササーービビスス等等のの申申請請手手続続をを行行いいまますす。。 

障害福祉課  電話 029-883-1111（代） 

 ※※おお手手続続ききにに際際ししててママイイナナンンババーー（（個個人人番番号号））のの提提示示がが必必要要でですす。。 
巻巻末末ののごご案案内内ををごご覧覧くくだだささいい 

調調  査査 
 市等の認定調査員が、障害者または障害児の保護者と面接して、心身

の状況や生活環境等についてのききとり調査を行います。 

 

 
調査の結果及び医師の診断結果をもとに市の審査会で審査・判定が

行われ、どのくらいサービスが必要な状態か（障害支援区分）が決め

られます。 

審審査査・・判判定定 

 

ササーービビスス等等利利用用  

計計画画案案のの提提出出 

 
相談支援事業者が作成したサービス利用計画案等を提出していただ

きます。 

 

 
障害支援区分や申請者の利用意向、サービス等利用計画案をもとに

サービスの支給量等が決定し、通知されます。 

「福祉サービス受給者証」が交付されます。 

決決定定((認認定定))・・通通知知  

 

 
サービスを利用する事業所を選び、利用に関する契約をします。（事

業所一覧は障害福祉課の窓口および市のホームページに掲載してい

ます。） 

事事務務所所とと契契約約 

 

ササーービビスス利利用用 

 
事業所に受給者証を提示してサービスの利用を開始します。 

 サービスを利用した場合、世帯の所得に応じて費用の一部(最大で１

割)を支払います。ただし、負担が重くなりすぎないように、支払う

費用の上限が決められています。 
費費用用のの支支払払いい 

－　 －10


